
令和４年度第１回越谷市国民健康保険運営協議会 

日 時 令和４年（2022 年）８月１８日（木）午後２時～ 

                        場 所 市役所本庁舎８階 第１委員会室 

次  第 

１．開   会 

２．あ い さ つ 

３．自 己 紹 介 

４．議   事 

（１）令和３年度越谷市国民健康保険特別会計決算について 資料１-１

・赤字削減・解消計画の進捗状況 資料１-２

・越谷市国民健康保険特別会計赤字削減・解消計画の変更について 参考資料  

（２）「第２期越谷市国民健康保険保健事業実施計画」及び「第３期越谷市特定健康 

診査等実施計画」に基づく令和３年度実施事業の実績報告について  資 料 ２  

５．そ  の  他 

６．閉    会 



① 構成比 ② 構成比 ① － ② 増減率

歳　入　総　額 31,474,932,111 100.0 30,739,917,821 100.0 735,014,290 2.4

1 国民健康保険税 6,958,365,989 22.2 7,156,731,811 23.4 △ 198,365,822 △ 2.8

3 国庫支出金 34,981,000 0.1 97,711,000 0.3 △ 62,730,000 △ 64.2

4 県支出金 20,976,113,250 66.6 20,552,354,274 66.8 423,758,976 2.1

5 財産収入 6,306 0.0 6,323 0.0 △ 17 △ 0.3

6 繰入金 2,561,234,236 8.1 2,067,731,226 6.7 493,503,010 23.9

繰入金のうち、 その他一般会計繰入金 724,000,000 (2.3) 232,000,000 (0.8) 492,000,000 212.1

7 繰越金 816,333,071 2.6 767,543,099 2.5 48,789,972 6.4

2,8諸収入 他 127,898,259 0.4 97,840,088 0.3 30,058,171 30.7

歳　出　総　額 30,686,077,763 100.0 29,923,584,750 100.0 762,493,013 2.5

1 総務費 539,580,358 1.8 533,518,085 1.8 6,062,273 1.1

2 保険給付費
 ※１ 20,656,787,716 67.3 20,244,463,303 67.7 412,324,413 2.0

3 国民健康保険事業費納付金 8,700,470,632 28.3 8,371,802,625 28.0 328,668,007 3.9

4 共同事業拠出金 505 0.0 3,285 0.0 △ 2,780 △ 84.6

5 保健事業費 300,480,207 1.0 281,548,312 0.9 18,931,895 6.7

6 基金積立金 6,306 0.0 6,323 0.0 △ 17 △ 0.3

7,8,9諸支出金 他 488,752,039 1.6 492,242,817 1.6 △ 3,490,778 △ 0.7

788,854,348 816,333,071 △ 27,478,723 △ 3.4

△ 371,478,723 156,789,972 △ 528,268,695 皆減

※１　出産育児一時金・葬祭費・審査支払手数料を含む。

（単位：円・％）

※２　単年度純収支＝（歳入総額 － 財産収入 － その他一般会計繰入金［法定外］  － 前年度繰越金）－（歳出総額 － 一般会計繰出金 － 基金積立金）

区　　　　分
令和３年度決算額 令和２年度決算額 増　減　額

令和３年度　越谷市国民健康保険特別会計決算状況

   形式収支（次年度繰越金）

   単年度純収支 
※２

資料１－１

－ 1 －



令和３年度国民健康保険会計決算の概要

国民健康保険税

69.6億円
22.2%

国庫支出金

0.3億円
0.1%

繰入金

25.6億円
8.1%

繰越金

8.2億円
2.6%

諸収入他

1.2億円
0.4%

県支出金
（国等の財源を含む）

209.8億円
66.6%

国民健康保険事業費納付金

87.0億円
28.3%

保健事業費

3.0億円
1.0%

総務費

5.4億円
1.8%

その他

4.9億円
1.6%

保険給付費
（医療費）

206.6億円
67.3%

歳入 ３１４.７億円 歳出 ３０６．９億円

うち赤字繰入金

6.8億円
2.2％

－ 2 －



※令和３年９月末現在。

被保険者数

令和元年度 令和２年度

※３月～２月までの１年間の平均を算出。

※前期高齢者・・・６５歳以上７５歳未満の被保険者

令和３年度

世帯数 ４７,０８６世帯 ４６,４７５世帯 ４５,７２８世帯

２９,２０２人

４２.５％

うち前期高齢者の数

　　　　　〃　 　　　 割合

３０,２７９人

４１.７％

２９,６０３人

４２.０％

１６.３％７２,６８０人 ７０,５３１人 ６８,６５６人 ３４,９２４人１５～６４歳 ２１４,２３８人

国保加入割合

９.７％

７６.８％

６５～６９歳 １８,３６６人 １０,７７６人 ５８.７％

４,１９６人０～１４歳 ４３,４６７人

国保被保険者

７０～７４歳 ２４,１９６人 １８,５８６人

年齢 越谷市人口

被保険者数の推移

72,680人

70,531人

68,656人

41.7％

42.0％

42.5％

４１.０

４１.５

４２.０

４２.５

４３.０

４３.５

４４.０

６０,０００

６５,０００

７０,０００

７５,０００

令和元年度 令和２年度 令和３年度

被保険者数 前期高齢者の割合人 ％

4,196人

34,924人

10,776人

18,586人

39,271人

179,314人

7,590人

5,610人

０％

２０％

４０％

６０％

８０％

１００％

０～１４ １５～６４ ６５～６９ ７０～７４

国保加入者 国保非加入者

58.7％

年齢階層別国保加入状況

76.8％

16.3％

9.7％

年齢
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３４６,２８０円 ３３８,１６６円 ３５５,３１６円

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

医療費総額 ２５１億７千万円 ２３８億５千万円 ２４３億９千万円 被保険者一人当たり医療費

５０３,３１１円うち前期高齢者の医療費 １５１億９千万円 １４４億５千万円 １４７億円 うち前期高齢者一人当たり ５０１,６８９円 ４８７,９９６円

※医療費は１０割分の額（自己負担額と保険者負担額の合計）。

　　　　　〃　 　　　 割合 ６０.４％ ６０.６％ ６０.２％

医療費総額の推移 一人当たりの医療費

３４６,２８０円 ３３８,１６６円

３５５,３１６円

５０１,６８９円

４８７,９９６円

５０３,３１１円

３００,０００

３５０,０００

４００,０００

４５０,０００

５００,０００

５５０,０００

令和元年度 令和２年度 令和３年度

被保険者一人当たり 前期高齢者一人当たり

○令和３年度は前年度の新型コロナウイルス感染症に伴う受診控えなどの

反動で、一人当たり医療費が前年度から約１７，０００円の増となりま

した。

円

２５１.７億円

２３８.５億円
２４３.９億円

１５１.９億円
１４４.５億円 １４７.０億円

０.０

５０.０

１００.０

１５０.０

２００.０

２５０.０

３００.０

令和元年度 令和２年度 令和３年度

医療費総額 うち前期高齢者の医療費
億円

令和２年度は

コロナ禍で

大きく減少

令和２年度は

コロナ禍で

大きく減少

－ 4 －



※実収納率＝（収納額累計－還付未済額）／（調定額累計－居所不明分）

令和２年度 令和３年度

調定金額 ７４億３千万円 ７１億５千万円 ６９億６千万円 越谷市 ９０.４１％ ９１.３２％ ９２.１３％

令和元年度 令和２年度 令和３年度

－９２.０３％

※世帯数は課税上の年間世帯数で算定。 ※数値は実収納率。

令和元年度

９２.５７％一世帯あたり調定金額 県（市町村）平均１４４,６１７円 １４１,８６４円 １３９,７４７円

国民健康保険税調定総額（現年度分）の推移 国民健康保険税収納率(現年度分）の推移

９０.４１％

９１.３２％

９２.１３％

９２.０３％

９２.５７％

９０.００

９０.５０

９１.００

９１.５０

９２.００

９２.５０

９３.００

令和元年度 令和２年度 令和３年度

越谷市 県（市町村）平均％

７４.３億円
７１.５億円 ６９.６億円

１４４,６１７円
１４１,８６４円

１３９,７４７円

１００,０００

１１０,０００

１２０,０００

１３０,０００

１４０,０００

１５０,０００

１６０,０００

１７０,０００

１８０,０００

０.０

２０.０

４０.０

６０.０

８０.０

１００.０

令和元年度 令和２年度 令和３年度

調定金額 一世帯あたり調定金額
億円 円
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赤字削減・解消計画の進捗状況

年度

項目
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計  画 １０億２，４７３万円 ６億３，３８０万円 ７億４，８７０万円 ８億８，８２４万円 ７億９，３００万円 ６億４，１００万円 ３億５，２００万円 ３億９，１００万円 ０円

実  績 １０億２，４７３万円 ６億８，３７９万円 ０円 ６億７，７９３万円

差 ０円 ＋４，９９９万円 ▲７億４，８７０万円 ▲２億１，０３１万円

備  考  税率改定   税率改定 税率改定見込 税率改定見込

0

2

4

6

8

10

12

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

10.2億円

6.3億円

7.5億円

8.9億円

7.9億円

6.4億円

3.5億円
3.9億円

0.0億円

10.2億円

6.8億円

0.0億円

6.8億円

億円

赤字解消 

計画 

実績 

資料１－２ 

※埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）において、令和８年度までの赤字解消が目標とされた。 

※令和２年度は県に支払う納付金が精算のために前年度よりも約８億６千万円減少したため、一時的に赤字が解消した。 
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「第2期越谷市国民健康保険保健事業実施計画」及び「第3期越谷市 

特定健康診査等実施計画」に基づく令和３年度実施事業の実績報告 

国民健康保険では増え続ける医療費への対策が大きな課題となっています。医療費を

縮減するためには、生活習慣病の予防・早期発見・早期治療などの取組みが重要となりま

す。越谷市では、以下のような保健事業を計画的かつ効果的に実施することで医療費の縮

減に努めています。 

１．特定健康診査 
生活習慣病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行してしまいます。そのため、

生活習慣病にかかりやすくなる４０歳以上の国保加入者を対象に、生活習慣病を予

防・早期発見するための特定健康診査（身長・体重・腹囲・血圧等の測定、尿検査、

血液検査など）を無料で実施しています。 

２．特定健康診査の未受診者勧奨事業 
国保の特定健康診査の受診率は４０％程度と社会保険に比べて低いことから、受

診率向上対策として、医療機関や自治会掲示板へのポスター掲示や自治会回覧板

などで周知啓発活動を行うとともに、未受診者に対しては、受診勧奨ハガキの送付

や電話での勧奨を行っています。 

【未受診者勧奨の実績】 

年度 受診勧奨ハガキの送付 送付件数 電話での勧奨 架電件数 

Ｒ３ 

未受診者の直近の健

診受診状況などを５パ

ターンに分類し、それ

ぞれの分類に合った内

容の勧奨ハガキを送付 

29,100 件

勧奨ハガキを送った

未受診者のうち、直近

３年間の健診の受診が

不定期である方に電話

による勧奨を実施 

3,048 件 

新型コロナの 

影響で低下 

資料２ 
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３．人間ドック検診料助成事業 
市が実施する特定健康診査ではなく、より多くの検査を行う人間ドック検診を受け

られた方に対して、健康の保持増進を図ることを目的に、人間ドックの検査に要した

費用の一部を助成しています。 

対象は４０歳以上の市の特定健康診査を受診していない国保加入者で、１万円を

上限として人間ドックの検診費用を助成しています。 

４．埼玉県コバトン健康マイレージ事業 
歩いた歩数や各種検（健）診の受診、健康教室の参加などに対してポイントを付与

し、貯まったポイントによって抽選で市や県内の特産品等を提供する「埼玉県コバト

ン健康マイレージ事業」を埼玉県と県内市町村とで共同で実施し、手軽に楽しみなが

ら参加者の健康づくりを支援しています。 

新型コロナの 

影響で減少 
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５．特定保健指導 
特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高いと判定された方に対し、食生活

の見直しや適度な運動などで生活習慣を改善するプログラムを行う特定保健指導を

実施しています。この保健指導により、生活習慣病を予防・改善し、対象者の健康増

進と医療費の縮減に繋げていきます。 

なお、令和２年度から、対面での保健指導に加え、新型コロナウイルス感染症の感

染予防の観点から、パソコンやスマートフォンなどのＩＣＴ機器を活用した遠隔での面

談による保健指導を本格的に始めた結果、特定保健指導の実施率が向上しました。 

６．糖尿病性腎症重症化予防対策事業 
特定健康診査の結果、糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関への未受診者

と受診中断者を医療に結びつける「受診勧奨」と、糖尿病性腎症で通院する患者のう

ち、重症化リスクが高い患者に対して「保健指導」を実施することで、糖尿病患者が

人工透析へと移行することを防止しています。 

この事業は、平成２８年度から、埼玉県・埼玉県国民健康保険団体連合会・県内市

町村との共同事業として実施しています。 

ＩＣＴ 面談に 

よって実施率が 

向上した
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７．健診異常値放置者・治療中断者重症化予防事業 
特定健康診査の結果、血圧や脂質の値が受診勧奨値にもかかわらず、医療機関

を受診していない方に対し、医療機関への受診を促す通知を送付し、生活習慣病が

重症化することを予防しています。 

この事業は、令和３年度から新たに始めた事業で、令和４年１月に７３名、３月に 

２３３名に通知を送付しました。 

８．後発医薬品（ジェネリック医薬品）利用差額通知書 
同一の効能・効果があり、新薬と比べて安価である後発医薬品（ジェネリック医薬

品）の利用を促進するため、高血圧、脂質異常症、糖尿病に関する医薬品を、ジェネ

リック医薬品に切り替えた場合に、１か月の自己負担額を１００円以上安くできる方に、

利用差額通知書を送付しています。 

政府は、ジェネリック医薬品の普及が患者負担の軽減と医療保険財政の改善に資

するとして、ジェネリック医薬品を積極的に推進しており、数量シェアを８０％以上に

する目標が設けられましたが、本市では令和元年度にこの目標を達成しています。 

９．重複頻回・服薬対策事業 
同一疾病の診療で複数の医療機関に受診している方や同一薬効の調剤の投与を

重ねて受けている方（本人）及びその家族に対し、保健師が適切な療養方法などの

指導を行い、対象者の健康保持と早期回復を目指しています。 

また、令和３年度からは、新たに同一月内に１０種類以上の医薬品の処方が３か月

続く多剤服薬者に、服薬している薬の確認を促す通知を送付しています。 

【重複頻回・服薬対策事業の実績】 

年度 内   容 実施人数 

令和３年度 

文書による通知指導 １９ 人 

訪問指導 ２ 人 

電話指導 ８ 人 

多剤服薬者に対する通知 ７６３人 



保健事業の実績・評価一覧表（令和３年度）

アウトプット（実施状況・実施量） アウトカム（成果） 
評     価 課     題 

Ｒ３年度目標値 実績値 Ｒ３年度目標値 実績値 

１．健康管理意識の向上

①特定健康診査 受診率 
50％以上 

－ ３９．３％ 
（６月末現在）

血圧有所見者の割合 
46.4%以下 × 54.6% 

〇特定健診の受診率は 11 月の法定報告で確定するが、未
達成の見込みである。 
〇血圧有所見者の割合は令和２年度より 0.5 ポイントの減
少、HbA1c 有所見者については令和２年度より 1.8 ポイ
ントの増加となり、両項目ともに未達成となった。 

〇特定健診の受診率は、伸びが鈍化しており、受診勧
奨方法や事業の周知方法を見直す必要がある。 
〇健診受診者に検査値の減少が認められることか ら、
受診する事による生活習慣の見直しや医療機関への
受診勧奨効果等、一定の効果があると考えられる。 

HbA1c 有所見者の割合 
47.4%以下 × 50.4% 

②特定健康診査の未受診者勧奨 

（ハガキ） 
対象者への通知率 
１００％ 〇 １００％ 受診率 

３ポイント以上の向上 × ２．４ 
ポイント向上

〇R3 年度から受診率を向上させるための受診勧奨専門業
者への業務委託を実施した。 
〇健診未受診者を分類分けし、それぞれに合った内容の通
知を送付することで受診への行動変容を促す効果の高
い勧奨を行った。前年度から受 診率の向上はあったも
のの目標には達しなかった。 

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特定
健診の受診勧奨の実施を見送った。 

③特定健康診査の未受診者勧奨 

（電話） 

対象者への架電率 
６４．１％ × ４９．５％ 受診率 

３ポイント以上の向上 × ２．４ 
ポイント向上

〇R3 年度から受診率を向上させるための受診勧奨専門業
者への業務委託を実施した。 
その結果、R2 年度までは８００件の架電件数だったの
に対し、約３，０００件の架電件数を確保することがで
きた。対象者に何らかのコンタクトがとれた架電率は
49.5％で目標に達しなかったが、メッセージを届けるこ
とができた件数は格段に増えている。

〇電話勧奨の効果が低い男性や年代の低い層に対する
勧奨方法を検討する必要がある。 
〇実績を踏まえ、ターゲットごとに伝えるべきメッセ
ージを精査し、また、受診につながるような効果的
な話し方などの検討が必要である。 

④人間ドック検診料助成事業 助成人数 
850 人以上 × ７１２人 

特定健診受診率への 
換算率 1.56%以上 × 1.54％ 

〇コロナ禍の影響もあり、検診料助成人数、特定健診受診
率、換算率とも未達成であった。 

〇引き続き、検診料助成の周知に努め、 特定健診受診
率の向上に寄与できるよう事業を進めていく。 

⑤埼玉県コバトン健康マイレージ事業 前年度参加者数より 
500 人以上増加 〇 １，４９７人

1 日 8,000 歩以上（1 カ
月平均）達成した人数  
年間 1,200 人以上

〇 ５，８３１人
〇参加者の増加数、１ヶ月の平均歩数が１日 8,000 歩以上
達成した人数ともに大幅に達成した。 

〇引き続き、コバトン健康マイレージ事業の周知に 努
め、参加者の健康増進に寄与できるようにする。 

２．メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少 

①特定保健指導 

実施率 
５０％以上 －

４．０％ 
（６月末現在）

ＢＭＩが減少した 
人の割合 
70.1％ 

－
令和３年度
は集計中 

〇特定保健指導の実施率は、１１月に確定するが、目標値
の達成は難しい見込みである。 
〇令和２年度と比べ実施率は減少する見込みである。 

〇委託により事業を実施しているが、利用率が伸びて
いない。 
〇委託事業者との利用率向上に向けた共通認識をはか
り、改善策を講じる必要がある。 
〇特定保健指導利用者に対する特典などインセンティ
ブを企画することで実施率の向上を目指す。 

アウトカムの実績値にある記号については以下のとおり 
 〇：目標達成  ×：目標未達成  －：数値が確定していない項目 



３．生活習慣病重症化予防の強化 

①生活習慣病重症化予防対策事業 

（受診勧奨） 
通知回数 ２回 
電話回数 １回 〇 通知回数 ２回 電話回数 １回 

勧奨後の医療機関受診率 
未受診者   20％以上 
中断者   28.1％ 

× 未受診 11.8％ 中断者 25.0％

〇実施については計画通り達成できているが、事業成果と
しては未達成となっている。 

〇埼玉県の共同事業で行なっているため、事業の内容
について参加市町村と協議し、要望を出すなど、働
きかけを検討する必要がある。 

②生活習慣病重症化予防対策事業 

（保健指導） 
参加者数  
６０人以上

× ２９人 
事業参加者のＨｂＡ１ｃ
値の平均改善率 
0.2 ポイント以上 

〇 0.4 ポイント 
改善

〇実施については目標値から大幅な未達成となったが、参
加者の成果については目標達成となった。 

〇目標達成に向け、参加医療機関へ働きかけを行なう
等、事業周知を勧める検討が必要と考える。 
〇成果については埼玉県に指導内容の改善等を働きか
ける検討をする。 

③健診異常値放置者・治療中断者重症化

予防事業 

対象者への 
通知率 
１００％ 

〇 １００％ 事業対象者の 
医療機関受診率 －

令和３年度
は集計中

〇R3 年度は１月に７３名への通知、３月に２３３名に通
知を発送。その後の受診状況については現在集計中。 

〇今後受診率がわかり次第、今年度の通知方法等につ
いて検討する。 

４．医療費適正化対策の推進

①ジェネリック医薬品普及促進事業 
差額通知回数 
２回 〇 2 回 

数量シェア 
８０％以上 〇 81.3％ 

〇令和２年度中に８０％以上という国が掲げた目標を達
成した。 
〇差額通知の発送やジェネリック希望シールの配布など
による効果があったと思われる。 

〇今後も新たな対象者が見込まれることから、引き 続
き差額通知の発送等で被保険者に対し周知を行い、
数量８０％以上を維持していく必要がある。 

アウトプット（実施状況・実施量） アウトカム（成果） 
評     価 課     題 

Ｒ３年度目標値 実績値 Ｒ３年度目標値 実績値 



越谷市 国保年金課越谷市 国保年金課

1



国民健康保険とは？

国保は健康保険の１つである。
①健康保険とは、病気の際に少ない自己負担（３割又は２割）

で医療（給付）を受けられる相互扶助の制度である。

②医療給付を行うためには、財源が必要であり、国保では、

そのために加入者から保険税をいただいている。

⇒国保は、安心して医療が受けられるよう加入者が
お金（保険税）を出し合って、助け合う制度

2

医療費10,000円

【例】医療費が１万円で３割負担の場合

3,000円7,000円

個人が負担健康保険（越谷市の国保）が負担



越谷は国保発祥の地です！

3

・日本初の地域健康保険制度「越ケ谷順正会」が昭和１０年に発足し、その3年後
に国民健康保険法が制定されたため、越谷は国民健康保険の発症の地と言わ
れています。

・そのため、国民健康保険法施行１０周年を記念して、昭和23年に『相扶共済』
（相互に助け合い力を合わせる）の石碑が敷地内に建立されました。



健康保険の制度別内訳

4

全国健康保険協会

（協会けんぽ）
3,940万人

31.1%

組合管掌健康保険

（組合健保）
2,954万人

23.3%

共済組合

（公務員）
858万人

6.8%

市町村国保

2,660万人

21.0%

後期高齢者医療制度

(75歳以上等)
1,772万人

14.0%

その他
496万人

3.9%

平成31年3月末現在

総数
1億2,680万人

国保の
加入者は
5人に1人



国保の特徴①（加入者が減っている）

5

世帯数 加入者数

・少子化や社会保険への切り替わり等によって、年々加入者が減っている。

右肩
下がり



国保の特徴②（年齢層が高い）

6

・国保は、会社の定年後に加入する方が多いため、平均年齢が高い。

・現在、前期高齢者（65～74歳）が4割以上を占めており、年々増加傾向にある。

平均年齢（平成30年度）
国保：53.3歳 協会けんぽ：37.8歳 組合健保：35.1歳



国保の特徴③（1人当たりの医療費が高い）

7

・国保は、高齢者が多いため、一人当たりの医療費が他の健康保険よりも高い。

国 保 協会けんぽ 組合健保

加入者一人当たりの医療費 ３６.８万円 １８．１万円 １６．０万円

・高齢化や医療の高度化などで、国保の一人当たりの医療費は増加傾向にある。

医療費総額 一人当たり医療費

加入者の減少で

医療費総額は

減少しているが、

一人当たりの医療費は

増加傾向にある

（平成30年度）



国保の特徴④（低い所得と他からの支援）
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・国保は、退職者や高齢者が多いため、一人当たりの平均所得が低い。

国 保 協会けんぽ 組合健保

加入者一人当たり平均所得 ８８万円 １５６万円 ２２２万円

（平成30年度）

・国保は、高齢者が多く医療費が高い、低所得者が多いなど構造的に財政基盤が
脆弱であるため、多くの公費（国・県・市町村）が投入されている。

国 保 協会けんぽ 組合健保

公費負担
４兆３,７３４億円

（うち国３兆１,７４１億円）
１兆２,３５７億円
（全額国費）

７２０億円

（全額国費）

（令和３年度予算ベース）

・さらに、会社を退職した前期高齢者が多いことから、現役世代からの仕送り（前
期高齢者交付金）もいただている。

協会けんぽ1.6兆円＋組合健保1.6兆円＋その他健康保険0.5兆円＝３.７兆円⇒国保へ
（令和元年度予算ベース）



国保の広域化

9

・国保は構造的に財政基盤が脆弱であり、今後、少子高齢化が進み、加入者が減少

すると市町村単位での運営が難しくなることから、平成３０年度から都道府県が

財政運営の主体となる広域化が始まりました。

市町村単位で運営

平成２９年度まで 平成３０年度から

都道府県が運営に加わり
財政運営の主体となる

・都道府県が財政運営の責任主体に

・都道府県が運営方針を定め、事務の効率化・標準化・広域化を推進

・国費の拡充により財政基盤を強化（毎年3,400億円）

＜広域化後＞



国・県・市町村

＜運営者＞
(保険者)

10

加入者
(被保険者)

市町村
（国保特別会計）

都道府県
（国保特別会計）

社会保険

国民健康保険税

医療給付

納
付
金

医
療
給
付
の
交
付
金

公
費
負
担
等

前
期
高
齢
者

交
付
金

広域化後の財政運営のイメージ図



越谷市国保の状況
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・越谷市の国保は、赤字が続いている。

・赤字は一般会計からの繰入で補填している。

・埼玉県の国保運営方針で令和８年度までの赤字解消が目標とされた。

⇒令和９年度から県内の保険税率を統一化するため

・越谷市では赤字削減・解消計画を定め、令和８年度までの解消を目指す。

＜赤字について＞

０.０億円

２.０億円

４.０億円

６.０億円

８.０億円

１０.０億円

１２.０億円

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

１０.２億円

６.３億円

０.０億円

６.８億円

７.９億円

赤字額の推移

※令和２年度は県に支払う納付金が
精算で大きく減少したため、一時
的に赤字が解消された。

※令和4年度は当初予算ベース



赤字解消に向けた取り組み
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①保健事業の推進
⇒特定健診や特定保健指導など

②医療費の適正化
⇒レセプト点検の充実やジェネリック医薬品の推進など

③収納率の向上
⇒口座登録の推進や休日納税相談・夜間電話催告など

④さらなる公費拡充の要望
⇒国へ公費拡充を要望

それでも赤字解消が難しい場合
税率の改定（令和4年度・令和６年度見込・令和８年度見込）


